
議 第 １ ３ ４ 号  

 

字 の 変 更 に つ い て （ 大 字 畔 屋 ）  

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ６ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 当 市 の 区 域 内 の 字 を 別 紙 の と お り 変 更 し 、 土 地 改 良 法 （ 昭 和 ２

４ 年 法 律 第 １ ９ ５ 号 ） 第 ８ ９ 条 の ２ 第 １ ０ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第

５ ４ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 換 地 処 分 の 公 告 の あ っ た 日 の 翌 日 か ら 施 行

す る も の と す る 。  

  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） １ ２ 月 ５ 日 提 出  

 

                柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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別 紙 （ 変 更 調 書 ）  

変   更   前 変 更 後 

町(大字) 字 地   番 町(大字) 字 

畔屋 堤尻 １８の１、１８の２、１９の１から１９の４まで、２０

、２２、２３、２４の１、２４の２、２５、３２から３

６まで、３７の１、３７の２、３８、４７から４９まで

、５１から５５まで、９３、９６、９７、１００の１、

１０１から１０５まで、１０８から１２０まで、１２１

の１、１２２から１２５まで、１２７から１３１まで、

１３２の１、１３２の２、１３３から１３８まで、１３

９の１、１３９の２、１４１の１、１４１の２、１４２

の１、１４３の１から１４３の３まで、１４４の１、１

４５の１、１４５の２、１４６の１、１４７の１、１６

０の１、１６０の２、１７７の１、１７８、１８２、１

８３の１、１８４、１８５、１８６の１、１８７の７、

１８８の１、２０６の１、２０７の３、２０８の３、２

０９の１、２１０の４、２１１の４、２１２の１、２１

３の１、２１４の１、２１５の１、２１５の２、２１６

の１、２１７、２１８、２１９の１、２１９の２、２２

０の１、２３５８の１、２３５８の４、２３５９から２

３６１まで 

畔屋 南入 

 本村 ３２０の１、３２１の１、３２２の１、３２３の１、３

２４の１、３２５の１、３３４の１、３３４の２、３３

５の１、３３５の２、３３６の１、３３６の２、４０６

から４０８まで、４０９の１、４０９の２、４１０から

４１２まで、４１３の２、４１７の１、４１７の２、４

１８、４１９の１、４２０の１、２３５３ 
 

 

 ９８９、９９２、９９４、９９５の１、９９５の２、１

０００から１００６まで、１００７の１、１００７の２

、１００８から１０１４まで、２３４４の１、２３４５

の１ 

北入 

 蒲崎 １１１０から１１１９まで、２３４２、２３４３の１   

 八方口 １３３３、１３３４の１、１３３４の２、１３３５の１

、１３３５の２、１３３６から１３３８まで、１３３９

の甲、１３３９の乙、１３４０から１３４６まで、１３

９１から１３９９まで、１４００の１、１４００の２、

１４０１、１４０２、１４０３の１から１４０３の４ま

で、１４０４の１から１４０４の４まで、１４０５から

１４１３まで、１４８２の１から１４８２の３まで、１

４８３から１４８６まで、１５６３の２、１６１５ 

  

及 び 当 該 変 更 に 伴 う 公 有 地 を 含 む 。  
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